
はじめに
　今回は、この連載の最終回として、引越で荷物
の引き渡しが終わった後で、注意することにつ
いて説明します。前回、引越が終わった後で、荷
物の一部が壊れていたり、傷を発見したり、滅失
に気づいたりした場合には、直ちに引越事業者
に連絡が必要であることを述べました。引越事
業者の責任は、消費者への荷物を引き渡した日
から３カ月以内に連絡がない場合、消滅するか
らです。

運送事業者の損害賠償責任
　ここでは引越事業者の賠償責任について説明
します。「標準引越運送約款（以下、引越約款）」
22条（責任と挙証等）では、「当店は、荷物の受取
から引渡しまでの間にその荷物その他のものが
滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若し
くは損傷の原因が生じ、又は荷物が遅延したと
きは、これによって生じた損害を賠償する責任
を負います」とあります。引越での輸送中の荷物
事故に関して、第一義的には引越事業者に責任
があることが基本になります。しかしながら、た
だし書きとして、同じく22条で「当店が、自己又
は使用人その他運送のために使用した者が、荷
物の荷造り、開梱、受取、引渡し、保管及び運送に
ついて注意を怠らなかったことを証明したとき
は、この限りではありません」とあり、事業者側
に証明する責任があります。この場合の「荷物そ
の他のもの」におけるその他のものとは、荷物以
外のものである建物の床や壁等を指していま
す。また、引越事業者が荷物の損害賠償の責任を
負わない場合があります。引越約款23条（免責）

では、次のように定められています。

（１）荷物の欠陥、自然の消耗
（２）荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐

敗、変色、さびその他これに類似する事由
（３）ストライキ若しくはサボタージュ、社会的騒

擾その他事変又は強盗
（４）不可抗力による火災
（５）予見できない異常な交通障害
（６）地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、山崩れそ

の他の天災
（７）法令又は公権力の発動による運送の差止め、

開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
（８）荷送人又は荷受人等の故意又は過失

　これらの事由の場合、荷物が滅失したり、壊れ
たり、傷が付いたり、遅延したときに、引越事業
者は損害賠償の責任を負わないため、注意が必
要です。
賠償の責任に関する特則
　またほかにも、引越事業者が賠償責任を負わ
ない場合があります。引越約款24条（引受制限
荷物等に関する特則）２項では、「貴重品、壊れや
すいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上
の特段の注意を要する荷物については、荷送人
がその有無の申告をせず、かつ、当店が過失なく
してその存在を知らなかった場合は、当店は、運
送上の特段の注意を払わなかったことにより生
じた当該荷物の滅失若しくは損傷又は当該荷物
により生じた他の荷物の滅失、損傷若しくは遅
延について、損害賠償の責任を負いません」とあ
ります。つまり、特段の注意を要する荷物の有無
を、消費者が申告せずに引越事業者が知らな
かった場合には、引越事業者は損害賠償の責任
がありません。もちろん、特段の注意を要する荷

物について、引越事業者がその旨を知っている
場合には、引越荷物の滅失や損傷、遅延に関して
の損害賠償の責任は生じます。消費者は、貴重
品、高額品、壊れやすいもの、変質しやすいもの
等は、必ず引越事業者に申告をしてください。
損害賠償の額
　損害賠償の額については、引越約款26条１項
（損害賠償の額）にて「当店は、荷物の滅失又は損
傷により直接生じた損害を賠償します」とあり
ます。逆に間接的な損害や直接生じていない損
害には、賠償しないことが考えられます。引越で
は、多くの場合、普段家庭で使用していた家財が
引越荷物として扱われることが多いため、賠償
額は、新品の調達や新品価格の賠償ではないこ
とが多くなります。滅失や損傷などの荷物事故
では、その物が滅失や損傷した時の物の価値（時
価）が損害賠償の対象になるため、新品の価格で
はありません（運ぶ物が新品の場合は除きま
す）。修理可能な場合は、修理にて対応するか、も
しくは修理費用での賠償になります。修理が不
可能な場合は、時価での賠償または損害があっ
たときの物の時価での再調達になります。いず
れにしても損害賠償の額については、引越事業
者と十分な話し合いが必要です。
　また、引越荷物が遅延した場合の損害賠償額
についても、引越約款では定められています（引
越約款26条２項）。見積書に記載した受取日時
や引渡日に遅延した場合に、直接生じた財産上
の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償をしま
す。遅延による直接生じた損害の具体例として
は、遅延によるホテル宿泊代や交通費などが挙
げられますが、あくまで運賃等の合計額の範囲
内での賠償になります。
運送途中での事故の際の対応
　運送途中での事故の際の対応については、引
越約款15条（事故の際の措置）に記載がありま
す。その対応は大きく３つに分かれます。第一に
荷物の「全部」の滅失が判明した際には、引越事
業者は速やかに消費者に伝えなければなりませ
ん（同条１項）。第二は荷物の「かなりの部分」が
滅失したときや、荷物の全部またはかなりの部

分が損傷した場合、又は荷物の引渡しが見積書
に記載した引渡日より遅延する場合には、引越
事業者は直ちに消費者に連絡して、荷物の取り
扱いの指図を求めます。具体的には、そのまま運
送を続ける、運送を中止する、運送経路や運送方
法の変更、荷物の保管や荷物の転送等です（同条
２項）。第三は引越荷物の「一部」が滅失したとき
や、損傷した場合には、引越事業者は消費者の指
図を求めずに運送を続行したうえで、遅滞なく
その旨を消費者に通知します（同条７項）。
事故に関するその他事項
　消費者は荷物の滅失や損傷、遅延に関して証
明書が必要な場合には、引越終了日の１年以内
に限り引越事業者に「事故証明書」の発行を求め
ることができます。この証明書は荷物事故の責
任が、引越事業者にあることを証明するわけで
はなく、事故が発生した事実を引越事業者が証
明するものです。内容は、荷物の品目、価格、重
量、個数、損害の程度を具体的に記したものにな
ります（引越約款17条［事故証明書の発行］）。
　また、賠償責任は引越事業者にだけ発生する
ものではなく、消費者にもその可能性がありま
す。消費者は自らの故意もしくは過失や荷物の
欠陥等にて引越事業者に与えた損害について
は、損害賠償の責任を負わなければなりません
（引越約款29条［荷受人又は荷受人等の損害責
任］）ので、注意が必要です。

最近よくあるトラブル事例
　ここまで消費者が引越事業者を使って引越を
行う場合の注意事項について説明してきました
が、ここで、最近よくある引越でのトラブル事例
を紹介します。

エアコン脱着の追加費用についてのトラブル
　消費者は引越の見積りの際、エアコンの脱着料
金を含んだ引越料金を提示され、「引越での料金
はこれですべてです」との説明を受けて引越契約
をしました。引越の着地作業において、エアコン
工事業者から「室外機と接続するのにエアコンの
ホースの長さが不足している」「エアコンのガス
の充塡が必要です」と言われて、併せて２万５千

円を追加で請求されました。見積の際に、追加料
金が発生する可能性があるとの説明は聞いてお
らず、支払いできずに困っています。

　引越の見積りにおいて運賃等の料金は、「運
賃」「料金」「実費」「附帯サービス料」の４項目に
分かれます（本連載第２回）。エアコンの脱着料
は附帯サービス料に入ります。附帯サービスは
引越事業者以外の協力会社が行うことが多く、
エアコン脱着作業はエアコン専門工事業者が行
います。エアコンの脱着は、旧居でのエアコンの
取外しと新居での取付けのみの料金となりま
す。
　エアコンを新居に取り付ける際、旧居とは室
外機の位置や建物の形状が異なるため、エアコ
ンホースの長さが不足することがあり、追加の
工事が必要な場合があります。また、見栄えをよ
くするためにエアコンホースのカバー設置やエ
アコンガスを充塡する場合には別に費用がかか
ります。ただし、この工事は引越作業に含まれ
ず、特定商取引法の訪問販売等による商品販売・
役務提供に該当し、別の工事作業となるため、新
たな契約書が必要になります。消費者は、事前に

工事業者に別途契約書の発行を求めてくださ
い。また、引越見積りの担当者は、着地の状況把
握は難しいことが多いため、消費者は引越事業
者に新居の状況を詳しく説明することや、エア
コン取付け工事料金一覧表を引越事業者から入
手することがトラブル防止につながります。

おわりに――分散引越のすすめ
　毎年３月から４月は１年の中でも最も引越が
集中するシーズンです。人々の進学や就職、転勤
等が３月下旬から４月上旬に集中して、引越の
予約がとても混み合います。この時期は引越事
業者の予約は早くに埋まり、希望する日程で引
越ができない可能性もあります。そこで、国土交
通省と公益社団法人全日本トラック協会では、
混雑ピーク時期を避けた「分散引越」をお勧めし
ています。2025年のカレンダーを例に挙げる
と2025年３月15日（土）から４月６日（日）は、
特に混雑が予想されます。できる限り、この時期
を避けた引越を予定することを検討しましょ
う。また、皆さんのまわりの方でも、引っ越す場
合にはぜひ、「分散引越」をお勧めしてください。
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金を含んだ引越料金を提示され、「引越での料金
はこれですべてです」との説明を受けて引越契約
をしました。引越の着地作業において、エアコン
工事業者から「室外機と接続するのにエアコンの
ホースの長さが不足している」「エアコンのガス
の充塡が必要です」と言われて、併せて２万５千

円を追加で請求されました。見積の際に、追加料
金が発生する可能性があるとの説明は聞いてお
らず、支払いできずに困っています。

　引越の見積りにおいて運賃等の料金は、「運
賃」「料金」「実費」「附帯サービス料」の４項目に
分かれます（本連載第２回）。エアコンの脱着料
は附帯サービス料に入ります。附帯サービスは
引越事業者以外の協力会社が行うことが多く、
エアコン脱着作業はエアコン専門工事業者が行
います。エアコンの脱着は、旧居でのエアコンの
取外しと新居での取付けのみの料金となりま
す。
　エアコンを新居に取り付ける際、旧居とは室
外機の位置や建物の形状が異なるため、エアコ
ンホースの長さが不足することがあり、追加の
工事が必要な場合があります。また、見栄えをよ
くするためにエアコンホースのカバー設置やエ
アコンガスを充塡する場合には別に費用がかか
ります。ただし、この工事は引越作業に含まれ
ず、特定商取引法の訪問販売等による商品販売・
役務提供に該当し、別の工事作業となるため、新
たな契約書が必要になります。消費者は、事前に

工事業者に別途契約書の発行を求めてくださ
い。また、引越見積りの担当者は、着地の状況把
握は難しいことが多いため、消費者は引越事業
者に新居の状況を詳しく説明することや、エア
コン取付け工事料金一覧表を引越事業者から入
手することがトラブル防止につながります。

おわりに――分散引越のすすめ
　毎年３月から４月は１年の中でも最も引越が
集中するシーズンです。人々の進学や就職、転勤
等が３月下旬から４月上旬に集中して、引越の
予約がとても混み合います。この時期は引越事
業者の予約は早くに埋まり、希望する日程で引
越ができない可能性もあります。そこで、国土交
通省と公益社団法人全日本トラック協会では、
混雑ピーク時期を避けた「分散引越」をお勧めし
ています。2025年のカレンダーを例に挙げる
と2025年３月15日（土）から４月６日（日）は、
特に混雑が予想されます。できる限り、この時期
を避けた引越を予定することを検討しましょ
う。また、皆さんのまわりの方でも、引っ越す場
合にはぜひ、「分散引越」をお勧めしてください。

引越サービスを安全・安心に利用するために
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はじめに
　今回は、この連載の最終回として、引越で荷物
の引き渡しが終わった後で、注意することにつ
いて説明します。前回、引越が終わった後で、荷
物の一部が壊れていたり、傷を発見したり、滅失
に気づいたりした場合には、直ちに引越事業者
に連絡が必要であることを述べました。引越事
業者の責任は、消費者への荷物を引き渡した日
から３カ月以内に連絡がない場合、消滅するか
らです。

運送事業者の損害賠償責任
　ここでは引越事業者の賠償責任について説明
します。「標準引越運送約款（以下、引越約款）」
22条（責任と挙証等）では、「当店は、荷物の受取
から引渡しまでの間にその荷物その他のものが
滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若し
くは損傷の原因が生じ、又は荷物が遅延したと
きは、これによって生じた損害を賠償する責任
を負います」とあります。引越での輸送中の荷物
事故に関して、第一義的には引越事業者に責任
があることが基本になります。しかしながら、た
だし書きとして、同じく22条で「当店が、自己又
は使用人その他運送のために使用した者が、荷
物の荷造り、開梱、受取、引渡し、保管及び運送に
ついて注意を怠らなかったことを証明したとき
は、この限りではありません」とあり、事業者側
に証明する責任があります。この場合の「荷物そ
の他のもの」におけるその他のものとは、荷物以
外のものである建物の床や壁等を指していま
す。また、引越事業者が荷物の損害賠償の責任を
負わない場合があります。引越約款23条（免責）

では、次のように定められています。

（１）荷物の欠陥、自然の消耗
（２）荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐

敗、変色、さびその他これに類似する事由
（３）ストライキ若しくはサボタージュ、社会的騒

擾その他事変又は強盗
（４）不可抗力による火災
（５）予見できない異常な交通障害
（６）地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、山崩れそ

の他の天災
（７）法令又は公権力の発動による運送の差止め、

開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
（８）荷送人又は荷受人等の故意又は過失

　これらの事由の場合、荷物が滅失したり、壊れ
たり、傷が付いたり、遅延したときに、引越事業
者は損害賠償の責任を負わないため、注意が必
要です。
賠償の責任に関する特則
　またほかにも、引越事業者が賠償責任を負わ
ない場合があります。引越約款24条（引受制限
荷物等に関する特則）２項では、「貴重品、壊れや
すいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上
の特段の注意を要する荷物については、荷送人
がその有無の申告をせず、かつ、当店が過失なく
してその存在を知らなかった場合は、当店は、運
送上の特段の注意を払わなかったことにより生
じた当該荷物の滅失若しくは損傷又は当該荷物
により生じた他の荷物の滅失、損傷若しくは遅
延について、損害賠償の責任を負いません」とあ
ります。つまり、特段の注意を要する荷物の有無
を、消費者が申告せずに引越事業者が知らな
かった場合には、引越事業者は損害賠償の責任
がありません。もちろん、特段の注意を要する荷

物について、引越事業者がその旨を知っている
場合には、引越荷物の滅失や損傷、遅延に関して
の損害賠償の責任は生じます。消費者は、貴重
品、高額品、壊れやすいもの、変質しやすいもの
等は、必ず引越事業者に申告をしてください。
損害賠償の額
　損害賠償の額については、引越約款26条１項
（損害賠償の額）にて「当店は、荷物の滅失又は損
傷により直接生じた損害を賠償します」とあり
ます。逆に間接的な損害や直接生じていない損
害には、賠償しないことが考えられます。引越で
は、多くの場合、普段家庭で使用していた家財が
引越荷物として扱われることが多いため、賠償
額は、新品の調達や新品価格の賠償ではないこ
とが多くなります。滅失や損傷などの荷物事故
では、その物が滅失や損傷した時の物の価値（時
価）が損害賠償の対象になるため、新品の価格で
はありません（運ぶ物が新品の場合は除きま
す）。修理可能な場合は、修理にて対応するか、も
しくは修理費用での賠償になります。修理が不
可能な場合は、時価での賠償または損害があっ
たときの物の時価での再調達になります。いず
れにしても損害賠償の額については、引越事業
者と十分な話し合いが必要です。
　また、引越荷物が遅延した場合の損害賠償額
についても、引越約款では定められています（引
越約款26条２項）。見積書に記載した受取日時
や引渡日に遅延した場合に、直接生じた財産上
の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償をしま
す。遅延による直接生じた損害の具体例として
は、遅延によるホテル宿泊代や交通費などが挙
げられますが、あくまで運賃等の合計額の範囲
内での賠償になります。
運送途中での事故の際の対応
　運送途中での事故の際の対応については、引
越約款15条（事故の際の措置）に記載がありま
す。その対応は大きく３つに分かれます。第一に
荷物の「全部」の滅失が判明した際には、引越事
業者は速やかに消費者に伝えなければなりませ
ん（同条１項）。第二は荷物の「かなりの部分」が
滅失したときや、荷物の全部またはかなりの部

分が損傷した場合、又は荷物の引渡しが見積書
に記載した引渡日より遅延する場合には、引越
事業者は直ちに消費者に連絡して、荷物の取り
扱いの指図を求めます。具体的には、そのまま運
送を続ける、運送を中止する、運送経路や運送方
法の変更、荷物の保管や荷物の転送等です（同条
２項）。第三は引越荷物の「一部」が滅失したとき
や、損傷した場合には、引越事業者は消費者の指
図を求めずに運送を続行したうえで、遅滞なく
その旨を消費者に通知します（同条７項）。
事故に関するその他事項
　消費者は荷物の滅失や損傷、遅延に関して証
明書が必要な場合には、引越終了日の１年以内
に限り引越事業者に「事故証明書」の発行を求め
ることができます。この証明書は荷物事故の責
任が、引越事業者にあることを証明するわけで
はなく、事故が発生した事実を引越事業者が証
明するものです。内容は、荷物の品目、価格、重
量、個数、損害の程度を具体的に記したものにな
ります（引越約款17条［事故証明書の発行］）。
　また、賠償責任は引越事業者にだけ発生する
ものではなく、消費者にもその可能性がありま
す。消費者は自らの故意もしくは過失や荷物の
欠陥等にて引越事業者に与えた損害について
は、損害賠償の責任を負わなければなりません
（引越約款29条［荷受人又は荷受人等の損害責
任］）ので、注意が必要です。

最近よくあるトラブル事例
　ここまで消費者が引越事業者を使って引越を
行う場合の注意事項について説明してきました
が、ここで、最近よくある引越でのトラブル事例
を紹介します。

エアコン脱着の追加費用についてのトラブル
　消費者は引越の見積りの際、エアコンの脱着料
金を含んだ引越料金を提示され、「引越での料金
はこれですべてです」との説明を受けて引越契約
をしました。引越の着地作業において、エアコン
工事業者から「室外機と接続するのにエアコンの
ホースの長さが不足している」「エアコンのガス
の充塡が必要です」と言われて、併せて２万５千

円を追加で請求されました。見積の際に、追加料
金が発生する可能性があるとの説明は聞いてお
らず、支払いできずに困っています。

　引越の見積りにおいて運賃等の料金は、「運
賃」「料金」「実費」「附帯サービス料」の４項目に
分かれます（本連載第２回）。エアコンの脱着料
は附帯サービス料に入ります。附帯サービスは
引越事業者以外の協力会社が行うことが多く、
エアコン脱着作業はエアコン専門工事業者が行
います。エアコンの脱着は、旧居でのエアコンの
取外しと新居での取付けのみの料金となりま
す。
　エアコンを新居に取り付ける際、旧居とは室
外機の位置や建物の形状が異なるため、エアコ
ンホースの長さが不足することがあり、追加の
工事が必要な場合があります。また、見栄えをよ
くするためにエアコンホースのカバー設置やエ
アコンガスを充塡する場合には別に費用がかか
ります。ただし、この工事は引越作業に含まれ
ず、特定商取引法の訪問販売等による商品販売・
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たな契約書が必要になります。消費者は、事前に
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い。また、引越見積りの担当者は、着地の状況把
握は難しいことが多いため、消費者は引越事業
者に新居の状況を詳しく説明することや、エア
コン取付け工事料金一覧表を引越事業者から入
手することがトラブル防止につながります。

おわりに――分散引越のすすめ
　毎年３月から４月は１年の中でも最も引越が
集中するシーズンです。人々の進学や就職、転勤
等が３月下旬から４月上旬に集中して、引越の
予約がとても混み合います。この時期は引越事
業者の予約は早くに埋まり、希望する日程で引
越ができない可能性もあります。そこで、国土交
通省と公益社団法人全日本トラック協会では、
混雑ピーク時期を避けた「分散引越」をお勧めし
ています。2025年のカレンダーを例に挙げる
と2025年３月15日（土）から４月６日（日）は、
特に混雑が予想されます。できる限り、この時期
を避けた引越を予定することを検討しましょ
う。また、皆さんのまわりの方でも、引っ越す場
合にはぜひ、「分散引越」をお勧めしてください。
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